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  規　　　　　則  

　山形県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

山形県規則第20号

　　　山形県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　山形県生活環境の保全等に関する条例施行規則（昭和45年12月県規則第69号）の一部を次のように改正する。

　第13条の４第１項第１号中「第５条第１号」を「第35条第１号」に改め、同項第２号中「第５条第２号」を「第

35条第２号」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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　山形県立保健医療大学大学院学則をここに公布する。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

山形県規則第21号

　　　山形県立保健医療大学大学院学則

目次

　第１章　総則（第１条・第２条）

　第２章　研究科、専攻、入学定員及び標準修業年限等（第３条－第５条）

　第３章　学年、学期及び休業日（第６条－第８条）

　第４章　入学（第９条－第17条）

　第５章　教育課程、履修方法等（第18条－第24条）

　第６章　修了及び学位（第25条・第26条）

　第７章　休学、復学、転学、留学、退学及び除籍（第27条－第32条）

　第８章　賞罰（第33条・第34条）

　第９章　研究生、科目等履修生、特別聴講生及び外国人留学生（第35条－第38条）

　第10章　公開講座（第39条）

　第11章　授業料等の徴収（第40条）

　第12章　職員組織及び研究科委員会等（第41条－第43条）

　第13章　委任（第44条）

　附則

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　山形県立保健医療大学の大学院（以下「本学大学院」という。）は、保健医療に関する専門性の高い教育

研究を通じ、高度な知識と技術、卓越した実践能力と問題解決能力を有する質の高い人材養成を行い、病院、保

健福祉施設等へ専門職として輩出することにより、本県における保健医療福祉の一層の発展を図り、もって県民

の健康及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

　（自己評価等）

第２条　本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、本学大学院の教

育研究活動の状況その他必要な事項について、自ら又は外部機関による点検及び評価（以下「自己評価等」とい

う。）を行い、結果を公表するものとする。

２　自己評価等に関し必要な事項は、別に定める。

　　　第２章　研究科、専攻、入学定員及び標準修業年限等

　（研究科及び課程）

第３条　本学大学院の研究科は、保健医療学研究科（以下「研究科」という。）とし、その課程は修士課程とする。

　（専攻及び定員）

第４条　研究科に置く専攻並びにその入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

　（標準修業年限等）

第５条　本学大学院に置く修士課程の標準修業年限は、２年とする。

２　本学大学院において学生が在学することができる年数（以下「在学年限」という。）は、４年とする。

　　　第３章　学年、学期及び休業日

　（学年）

第６条　学年は、４月１日に始まり翌年の３月31日に終わる。

　（学期）

第７条　学年を分けて、次の２学期とする。

　 　前期　４月１日から９月30日まで

収　容　定　員入　学　定　員専　　　　　　　　　　　　　攻

24人12人保健医療学専攻
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　 　後期　10月１日から翌年の３月31日まで

　（休業日）

第８条　本学大学院における授業を行わない日（以下「休業日」という。）は、次のとおりとする。

　 　日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

　 　学長が別に定める春季休業、夏季休業及び冬季休業

２　学長は前項の規定にかかわらず、臨時に休業日を設け、又は休業日に授業を行うことができる。

　　　第４章　入学

　（入学の時期）

第９条　本学大学院の入学の時期は、学年の始めとする。

　（入学資格）

第10条　本学大学院に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

　 　学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第52条の大学（以下「大学」という。）を卒業した

者

　 　法第68条の２第３項の規定により学士の学位を授与された者

　 　外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

　 　外国の学校が行う通信教育における授業科目を日本国内において履修することにより当該外国の学校教育に

おける16年の課程を修了した者

　 　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第70条第１項第４号に規定する文部科学大臣の指定した者

　 　大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了した者であって、本学大学院

において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めたもの

　 　本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

22歳に達したもの

　 　その他本学大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

　（入学志願の手続）

第11条　本学大学院に入学を志願する者は、入学志願書に学長が別に定める書類及び入学考査料を添えて、学長が

指定する期日までに、学長に提出しなければならない。

　（入学志願者の選考）

第12条　前条の入学志願書を提出した者については、学長が別に定めるところにより、選考を行う。

　（入学手続及び入学許可）

第13条　前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、学長が指定する期日までに、入学料を納付しなけれ

ばならない。

２　学長は、前項の入学の手続を完了した者に対して入学を許可する。

　（誓約書の提出）

第14条　入学を許可された者は、誓約書に学長が別に定める書類を添えて、学長が指定する期日までに、学長に提

出しなければならない。

　（転入学）

第15条　学長は、他の大学院に現に在学する者で本学大学院に転入学を志望するものがあるときは、学生定員に欠

員がある場合に限り、選考の上、研究科委員会の議を経て、相当年次に入学を許可することができる。

　（再入学）

第16条　学長は、本学大学院を中途で退学した者（懲戒により退学となった者を除く。）又は除籍となった者で退学

又は除籍後に再び同一の専攻に入学を志望するものがあるときは、学生定員に欠員がある場合に限り、選考の上、

研究科委員会の議を経て、相当年次に入学を許可することができる。

　（転入学者等の入学の時期等）

第17条　転入学又は再入学をする者の入学の時期は、第９条の規定にかかわらず、後期の初めとすることができ

る。

２　転入学又は再入学をした者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い、修業年限、在学年限その他転入学及

び再入学に関し必要な事項は、別に定める。

　　　第５章　教育課程、履修方法等

　（教育方法）

第18条　本学大学院における教育は、授業科目の授業及び修士論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」とい
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う。）によって行うものとする。

　（教育方法の特例）

第19条　本学大学院において教育上特別の必要があると認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期において授

業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

　（授業科目等）

第20条　本学大学院の授業科目の種類及び単位数は、別表のとおりとする。

２　前項の授業科目の履修方法その他必要な事項は、別に定める。

　（１年間の授業期間）

第21条　１年間の授業を行う期間は、試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。

　（単位数の標準）

第22条　各授業科目の単位数を定めるに当たっては、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって

構成することを標準とし、授業の方法に応じ、その授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、

次の標準によるものとする。

　 　講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲をもって１単位とする。

　 　実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲をもって１単位とする。

　（他の大学院等における授業科目の履修等）

第23条　学長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議に基づき学生が当該他の大学院において履修し

た授業科目について修得した単位を、研究科委員会の議を経て、10単位を超えない範囲で、本学大学院における

授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定は、学生が外国の大学院に留学する場合に準用する。

　（入学前の既修得単位等の認定）

第24条　学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院又は他の大学院（外国の大

学院を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、

本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定により本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる単位は、転入

学及び再入学の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものを合わせて10単位を超えないものとす

る。

３　前２項の規定による既修得単位等の認定に関し必要な事項は、別に定める。

　　　第６章　修了及び学位

　（修了の認定）

第25条　学長は、本学大学院に２年（転入学及び再入学をした者にあっては第17条第２項の規定により別に定めら

れた修業年限）以上在学し、所定の授業科目を履修し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、

修士論文の審査及び試験に合格した者に対して、研究科委員会の議を経て、修了を認定する。ただし、在学期間

に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、本学大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

　（学位）

第26条　学長は、修了を認定した者に対して、修士の学位を授与する。

２　学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

　　　第７章　休学、復学、転学、留学、退学及び除籍

　（休学）

第27条　疾病その他やむを得ない事情により引き続き２月以上にわたり修学することができない学生は、学長の許

可を受けて休学することができる。この場合において、当該休学が疾病によるときは、医師の診断書を提出する

ものとする。

２　学長は、疾病その他の事由により修学することが適当でないと認められる者に対して、休学を命ずることがで

きる。

３　休学の期間は、１年以内とする。ただし、特別の事情があると認め学長が許可した場合は、１年を限度として、

休学の期間を延長することができる。

４　休学の期間は、通算して２年を超えることはできない。

５　休学の期間は、在学年限に算入しない。

　（復学）

第28条　学生は、休学の期間が満了したとき又は休学の期間中であってもその事由が消滅したときは、学長の許可



山　　形　　県　　公　　報 第1527号平成16年３月23日（火曜日）

349

を受けて復学することができる。

　（転学）

第29条　本学大学院から他の大学院等に転学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。

　（留学）

第30条　外国の大学院に留学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。

２　前項の許可を受けて留学した期間は、第25条の在学の期間に含めることができる。

　（退学）

第31条　退学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。

　（除籍）

第32条　学長は、次の各号のいずれかに該当した学生を、研究科委員会の議を経て、除籍することができる。

　 　在学年限を超えた者

　 　第27条第３項又は第４項に規定する期間を超えて休学した者

　 　死亡し、又は行方不明となった者

　 　授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

　　　第８章　賞罰

　（表彰）

第33条　学長は、学生が表彰に値する行為を行ったときは、研究科委員会の議を経て、その者を表彰することがで

きる。

　（罰則）

第34条　学長は、学生が本学大学院の学則に違反し、又は本学大学院の学生としてふさわしくない行為を行ったと

きは、研究科委員会の議を経て、その者を懲戒することができる。

２　懲戒は、訓告、停学及び退学とする。

３　退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

　 　性行不良で改善の見込みがないと認められる者

　 　学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

　 　正当な理由がなくて出席が常でない者

　 　本学大学院の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

　　　第９章　研究生、科目等履修生、特別聴講生及び外国人留学生

　（研究生）

第35条　学長は、本学大学院の学生以外の者で本学大学院において特定の専門事項について研究しようとするもの

があるときは、本学大学院の教育又は研究に支障のない限り、選考の上、研究科委員会の議を経て、研究生とし

て入学を許可することができる。

２　前項に規定するもののほか、研究生に関し必要な事項は、別に定める。

　（科目等履修生）

第36条　学長は、本学大学院の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修しようとするもの（次条第１項に規定

する者を除く。）があるときは、当該授業科目の授業に支障のない限り、選考の上、研究科委員会の議を経て、

科目等履修生として入学を許可することができる。

２　科目等履修生には、単位を与えることができる。

３　前２項に規定するもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

　（特別聴講生）

第37条　学長は、一又は複数の授業科目を履修しようとする他の大学院の学生があるときは、当該大学院との協議

に基づき、研究科委員会の議を経て、特別聴講生として入学を許可することができる。

２　特別聴講生には、単位を与えることができる。

３　前２項に規定するもののほか、特別聴講生に関し必要な事項は、別に定める。

　（外国人留学生）

第38条　学長は、我が国の大学院等において教育を受ける目的をもって入国した外国人で本学大学院に入学を志願

するものがあるときは、選考の上、研究科委員会の議を経て、外国人留学生として入学を許可することができる。

２　前項に規定するもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

　　　第10章　公開講座

　（公開講座）
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第39条　本学大学院に公開講座を設けることができる。

２　公開講座に関し必要な事項は、別に定める。

　　　第11章　授業料等の徴収

　（授業料等の徴収）

第40条　本学大学院における授業料、入学料及び入学考査料は、山形県立大学の授業料等徴収条例（昭和38年３月

県条例第10号）の定めるところによる。

　　　第12章　職員組織及び研究科委員会等

　（職員組織）

第41条　本学大学院の職員は、山形県立保健医療大学の職員をもって充てる。

２　研究科に研究科長を置き、当該研究科の教授をもって充てる。

　（研究科委員会）

第42条　研究科に、重要な事項を審議するため、研究科委員会を置く。

２　研究科委員会は、学長、副学長、研究科の教授及び事務局長をもって組織する。

３　前項の規定にかかわらず、研究科長が必要と認めたときは、研究科委員会に助教授及び専任の講師を加えるこ

とができる。

４　事務局長以外の事務職員は、研究科長の要請により、研究科委員会の会議に出席し、発言することができる。

５　研究科委員会は、必要があるときは、研究科委員会の構成員以外の者に対して、研究科委員会の会議に出席し、

意見を陳述することを求めることができる。

６　研究科委員会は、次の事項を審議する。

　 　本学大学院における規程の制定又は改廃に関すること。

　 　学生の入学、修了、退学、休学、賞罰その他学生の身分に関すること。

　 　教育課程、授業、試験及び単位の認定に関すること。

　 　学生の厚生補導に関すること。

　 　研究科担当教員の人事に関すること。

　 　その他本学大学院の運営に関する重要事項に関すること。

７　全各項に規定するもののほか、研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。

　（教員会議）

第43条　本学大学院における教育研究活動について協議するため、必要に応じ、教員会議を置くことができる。

２　教員会議に関し必要な事項は、別に定める。

　　　第13章　委任

　（委任）

第44条　この学則の施行に関し、必要な事項は、知事の承認を得て、学長が別に定める。

　　　附　則

　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
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別表

備　　　　　　考
単　　位　　数配　当

年　次
　　　授 業 科 目 の 名 称　　　

選　択必　修

選択

４単位以上

２

２

２

２

２

１

１

１

１

１

保健医療学研究法

保健医療倫理学特論

医療科学特論

保健医療システム特論

医療組織経済学特論

共
通
科
目

選択

４単位以上

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

看護学研究法特論

看護学理論特論

健康政策・関係法特論

原著講読特論

生体機能看護学特論

臨床動作解析学特論

発達障害理学療法学特論

理学療法臨床推論特論

精神障害作業療法学特論

身体障害作業療法学特論

老年期障害作業療法学特論

生活援助工学特論

地域リハビリテーション学特論

専　

門　

支　

持　

科　

目

選択

12単位以上

２

４

２

４

１

１～２

１

１～２

基礎看護学特論

基礎看護学特論演習

看護管理現任教育特論

看護管理現任教育特論演習

基
礎
看
護
学
領
域

看　
　
　

護　
　
　

学　
　
　

分　
　
　

野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

専　
　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　

目

２

４

２

４

１

１～２

１

１～２

母性看護学特論

母性看護学特論演習

周産期看護学特論

周産期看護学特論演習

母
性
看
護
学
領
域

２

４

２

４

２

４

１

１～２

１

１～２

１

１～２

地域保健行政看護学特論

地域保健行政看護学特論演習

家族・在宅看護学特論

家族・在宅看護学特論演習

高齢者看護学特論

高齢者看護学特論演習

地
域
・
高
齢
者
看
護
学
領
域

看護学分野において、選択

必修10単位
10１～２看護学特別研究

選択

12単位以上

２

４

２

４

１

１～２

１

１～２

運動解析学特論

運動解析学特論演習

運動生理学特論

運動生理学特論演習

基
礎
理
学
療
法
学
領
域

理　

学　

療　

法　

学　

分　

野

２

４

２

４

２

４

１

１～２

１

１～２

１

１～２

運動機能理学療法学特論

運動機能理学療法学特論演習

神経機能理学療法学特論

神経機能理学療法学特論演習

運動障害リハビリテーション学特論

運動障害リハビリテーション学特論演習

臨
床
理
学
療
法
学
領
域

理学療法学分野において、

選択必修10単位
10１～２理学療法学特別研究
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　山形県立保健医療大学学則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

山形県規則第22号

　　　山形県立保健医療大学学則の一部を改正する規則

　山形県立保健医療大学学則（平成12年３月県規則第62号）の一部を次のように改正する。

　第３条の次に次の１条を加える。

　（大学院）

第３条の２　本学に大学院を置く。

２　大学院に関し必要な事項は、別に定める。

　第29条を次のように改める。

第29条　学長は、卒業を認定した者に対して、学士の学位を授与する。

２　学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

　第41条に次の１項を加える。

２　前項に規定するもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

　附則第３項中「平成16年３月31日」を「平成21年３月31日」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成16年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県立保健医療短期大学学則を廃止する規則をここに公布する。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

山形県規則第23号

　　　山形県立保健医療短期大学学則を廃止する規則

　山形県立保健医療短期大学学則（平成９年３月県規則第28号）は、廃止する。

　　　附　則

　この規則は、平成16年４月１日から施行する。

  告　　　　　示  

山形県告示第337号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第101条第１項の規定により平成16年２月19日招集した山形県議会定例会は、

同年３月16日閉会した。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

選択

12単位以上

２

４

２

４

１

１～２

１

１～２

神経障害リハビリテーション学特論

神経障害リハビリテーション学特論演習

作業活動解析学特論

作業活動解析学特論演習

臨
床
作
業
療
法
学
領
域

　
　

作

業

療

法

学

分

野　
　

２

４

２

４

１

１～２

１

１～２

発達過程作業療法学特論

発達過程作業療法学特論演習

作業療育学特論

作業療育学特論演習

発
達
作
業
療
法
学
領
域

作業療法学分野において、

選択必修10単位
10１～２作業療法学特別研究

User
ノート
こちらは、平成１６年４月２３日付け第１５３６号５６４頁に正誤がありますのでそちらをご参照ください。
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山形県告示第338号

　山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程（昭和48年６月県告示第796号）の一部を次のように改正する。

　第４条の表中「年0.10パーセント」を「－」に、「年1.25パーセント」を「年1.15パーセント」に、「年0.40パー

セント」を「年0.30パーセント」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第４条の規定は、平成16年２月19日から適用する。

２　平成16年２月19日前に貸し付けられた農業総合振興資金に係る利子補給補助金の額については、改正後の第４

条の規程にかかわらず、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第339号

　山形県園芸銘柄産地育成推進資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県園芸銘柄産地育成推進資金利子補給補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県園芸銘柄産地育成推進資金利子補給補助金交付規程（平成４年６月県告示第729号）の一部を次のように改

正する。

　第２条第２項第１号イ中「年0.35パーセント」を「年0.30パーセント」に改め、同号ロ中「年0.15パーセント」

を「年0.10パーセント」に改め、同項第２号イ中「年0.35パーセント」を「年0.30パーセント」に改め、同号ロ中

「年2.75パーセント」を「年2.65パーセント」に、「年0.15パーセント」を「年0.10パーセント」に改める。

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成16年２月19日から適用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第340号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、成沢土地改良区の次の役員が退任した旨の届出

があった。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

 

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

山形県蔵王成沢85山 口 藤 雄理　　　　　　 事

同　　　　　　47山 口　 孝同

同　　　　　　165庄 司 久 男同

同　　　　　　142菊 地 正 雄同

同　　　　　　168長 岡 久 雄同

同　　　　　　564－３奥 山 昭 助同

同　　　　　　1084荒 井 新 一同

同　　　　　　110長　 岡　 己 一 郎同
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山形県告示第341号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、成沢土地改良区の次の役員が就任した旨の届出

があった。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第342号

　次のとおり都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定による告示があった。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画事業の種類及び名称

　 　種　類　　山形広域都市計画道路事業

　 　名　称　　３・４・207号山形老野森線

同　　蔵王山田49荒 井 吉 蔵同

同　　　　　　39荒 井 静 夫同

同　　蔵王成沢53須 田 喜 寛監　　　　　　 事

同　　　　　　107伊　 藤　 冨 士 雄同

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

山形県蔵王成沢85山 口 藤 雄理　　　　　　 事

同　　　　　　142菊 地 正 雄同

同　　　　　　165庄 司 久 男同

同　　　　　　564－３奥 山 昭 助同

同　　　　　　168長 岡 久 雄同

同　　　　　　1084荒 井 新 一同

同　　　　　　47山 口 孝 一同

同　　　　　　68山 口 恒 夫同

同　　蔵王山田49荒 井 吉 蔵同

同　　　　　　70荒 井 貞 雄同

同　　蔵王成沢53須 田 喜 寛監　　　　　　 事

同　　　　　　107伊　 藤　 冨 士 雄同
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２　施行者の名称

　　山 形 県

３　事業所の所在地

　　山形市松波二丁目８番１号

４　事業地の所在

　 　収用の部分　　天童市一日町一丁目、二丁目、三丁目及び四丁目並びに五日町一丁目及び二丁目地内

　 　使用の部分　　な　し

５　告示年月日及び番号

　　平成16年３月10日　　東北地方整備局告示第15号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第343号

　環境影響評価法（平成９年法律第81号）第40条第２項の規定により読み替えて適用される同法第21条第２項の規

定により、次の都市計画対象事業について環境影響評価書を作成したので、縦覧に供する。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画対象事業の名称、種類及び規模

　 　名　称　　酒田都市計画道路１・３・１号酒田余目線及び３・２・３号酒田余目線

　 　種　類　　一般国道の改築

　 　規　模　　４車線、延長約13キロメートル

２　都市計画決定権者の名称

　　山 形 県

３　都市計画対象事業が実施されるべき区域

　　酒田市、東田川郡余目町及び飽海郡平田町の区域

４　関係地域の範囲

　　酒田市、東田川郡余目町、同郡藤島町、同郡三川町、飽海郡松山町及び同郡平田町の区域

５　環境影響評価書の縦覧の場所、期間及び時間

　 　場　所　　土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課並びに酒田市役所、余目町役場、藤島町役

場、三川町役場、松山町役場及び平田町役場並びに国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所

　 　期　間　　平成16年３月24日から同年４月23日まで

　 　時　間　　午前８時30分から午後５時まで。ただし、土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課

においては、平成16年３月24日から同年３月31日の期間中は午前８時45分から午後５時15分まで。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第344号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により次の都市計画

を変更したので、関係図書の写しを次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　 　種　類　　酒田都市計画道路

　 　名　称　　１・３・１号酒田余目線及び３・２・３号酒田余目線

２　都市計画を変更した土地の区域

　 　１・３・１号酒田余目線

　　イ　追加する部分　　酒田市大字大野新田字村南、大字大町字大野、大字小牧字北五丁野及び字西畑、大字新

堀字石巻、字船附、字木船及び字前岡、大字門田字錦並びに大字局字東田、東田川郡余目

町大字跡字西田、字殿腰、字西畑及び字菖蒲田、大字余目字山谷、字竹畑、字前田元、字

西田、字鳥打、字上神田、字南田及び字大南田、大字茗荷瀬字北谷地及び字上谷地、大字

払田字八間、大字常万字町田、字谷地田及び向田並びに大字余目新田字堰下及び字前田並

びに飽海郡平田町大字砂超越字元禄、字大野下川原及び字下川原地内

　　ロ　削除する部分　　な　し

　 　３・２・３号酒田余目線
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　　イ　追加する部分　　酒田市東町一丁目及び二丁目、東大町三丁目、四ツ興屋、大字大町字上割及び字大野、

大字遊摺部字千代世並びに大字大野新田字高野場及び字村南地内

　　ロ　削除する部分　　な　し

３　縦覧の場所

　　土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第345号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により次の都市計画

を変更したので、関係図書の写しを次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　 　種　類　　酒田市都市計画道路

　 　名　称　　３・２・１号宮海藤塚線、３・２・２号豊里十里塚線、３・３・1号大浜宮海線、３・３・３号宮

海広野線、３・３・４号本町東大町線、３・３・５号寿町船場町線、３・３・６号広田余目線、３・

４・１号岸壁宮海線、３・４・５号酒田駅築港線、３・４・６号光ヶ丘吉田新田線、３・４・８号

大浜小牧線、３・４・９号酒田駅大多新田線、３・４・16号中央実生橋線及び３・５・２号光ヶ丘

古湊線

２　都市計画を変更した土地の区域

　 　３・３・４号本町東大町線

　　イ　追加する部分　　な　し

　　ロ　削除する部分　　酒田市東町一丁目、東町二丁目、東大町三丁目、四ツ興野、大字大町字上割及び字大野、

大字遊摺部字千代世並びに大字大野新田字高野場及び字村南地内

　 　３・４・８号大浜小牧線

　　イ　追加する部分　　酒田市大字遊摺部字村立、字南畑及び南五丁野、大字小牧字南五丁野、字北五丁野及び

字西畑並びに飽海郡平田町大字砂越字下川原地内

　　ロ　削除する部分　　な　し

　 　 及び 以外の12路線

　　イ　追加する部分　　な　し

　　ロ　削除する部分　　な　し

３　縦覧の場所

　　土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第346号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により次の都市計画

を変更したので、関係図書の写しを次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　 　種　類　　余目都市計画道路

　 　名　称　　３・４・１号常万廿六木線、３・４・２号余目新田跡線、３・４・３号南口庄内橋線、３・４・

４号南口榎木線、３・５・１号余目駅梵天塚線及び３・６・１号上朝丸跡線

２　都市計画を変更した土地の区域

　 　３・４・２号余目新田跡線

　　イ　追加する部分　　酒田市大字新堀字前岡並びに東田川郡余目町大字廻館字下川前及び字岡崎、大字余目新

田字前田、大字常万字向田及び字谷地田、大字余目字前田元並びに大字跡字西畑、字西田

及び字殿腰

　　ロ　削除する部分　　東田川郡余目町大字廻館字下川前、大字余目新田字前田、大字余目字前田元並びに大字

跡字菖蒲田、字西畑、字西田及び字殿腰地内

　 　 以外の５路線
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　　イ　追加する部分　　な　し

　　ロ　削除する部分　　な　し

３　縦覧の場所

　　土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第347号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成16年３月23日から同年４月５日まで縦覧

に供する。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　小国停車場線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第348号

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県指定金融機関等県公金取扱規程の一部を改正する規程

　山形県指定金融機関等県公金取扱規程（昭和39年８月県告示第703号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　「

　別表第６中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　皆 沢 字 鶴 巻

850番地
　〃　本 庄 支 店

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　須田板字下新

田785番地の１
　〃　東　支　店

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　下 生 居533番

地
　〃　宮 生 支 店

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　相生字下御前

殿1159番５
　〃　宮 川 支 店

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　大 字 湯 野 沢

1749番地の９
　〃　葉 山 支 店

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　大 字 岩 野773

番地の１
　〃　岩 野 支 店

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　大 字 湯 野 沢

1749番地の９
　〃　葉 山 支 店

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　〃　大字清川

字花崎16番地の３
　〃　清 川 支 所

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

345
15.0～

10.5
旧

西置賜郡小国町大字岩井沢字御筒屋裏848番４から

同　　　　　　大字緑町字三丁目31番まで

333
15.0～

10.5
新

西置賜郡小国町大字岩井沢字御筒屋裏848番９から

同　　　　　　大字緑町字三丁目31番まで

メートルメートル

メートルメートル
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

　この規程は、平成16年３月29日から施行する。

  公　　　　　告  

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の定

款の変更の認証について申請があった。

　　平成16年３月23日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　申請のあった年月日

　　平成16年３月８日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　 　名　称

　　　特定非営利活動法人　まごころサービスさくらんぼ

　 　代表者の氏名

　　　松村　ハツ

　 　主たる事務所の所在地

　　　山形県寒河江市本町二丁目８番３号

　 　定款に記載された目的

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　〃　大字肝煎

字福地山本53番地の１
　〃　立谷沢支所

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　余目町大字南

野字西野８番の３
　〃　第 １ 支 所

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　〃　大字前田

野目字北浦地20番地
　〃　第 ２ 支 所

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　余目町大字南

野字西野８番の３
　〃　第 １ 支 所

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　〃　大字大網

字門田41番地
　〃　大 網 支 所

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　〃　大字上田

澤字中明10番地
　〃　大 泉 支 所

〃　　　〃〃　　　〃
西田川郡温海町大字
湯温海字湯之里284
番地

　〃　温 海 支 所

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　　 〃 　大 字
木野俣字前川原105
番地１

　〃　福 栄 支 所

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　　 〃 　鼠 ヶ

関字興屋２番地３
　〃　念珠関支所

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　　 〃 　大 字
山五十川字木ノ下
372番地５

　〃　山 戸 支 所

〃　　　〃〃　　　〃
西田川郡温海町大字
湯温海字湯之里284
番地

　〃　温 海 支 所

〃　　　〃〃　　　〃
　〃　　 〃 　鼠 ヶ

関字興屋２番地３
　〃　念珠関支所
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　この法人は、一般市民を対象に、「明るく・楽しく・誠実に」をモットーとし、助け合いの精神を基に、サー

ビスを必要とする人とサービスができる人とが、共に協力し合って創造的な福祉サービスを提供し、享受され、

望ましい地域社会づくりをめざしつつ、生きがいのある福祉社会を形成していくことをもって、福祉の増進に

寄与することを目的とする。

正　　　　　誤

正誤行ページ
県 公 報
番　 号

発行年月日

「　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　に、
　　　　　　　　　　　　」　
「　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　を 
　　　　　　　　　　　　」　
「　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　に、
　　　　　　　　　　　　」　

「　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　に、
　　　　　　　　　　　　」　

１1278第1492号平成15.11.14

772－1722－1311302第1494号同　　 11.21

最上郡最上町大字向町字向
町572番から　　　　　 　

最上郡向町大字向町字向町 
572番から　　　　　　　　

下から20265第1523号平成16. 3. 9

最上郡最上町大字向町字熊
ノ前107番３から　 　　　

最上郡向町大字向町字熊ノ 
前107番３から　　　　　　

下から18同同同

防 災 山 形 土 木 防 災 山 形 土 木

土 木 部 河 川 課 長

土木部河川砂防課長
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